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就職困難者で未経験職種への就職を希望する者を継続して雇用する労働者として「雇入

れ」し「訓練」を行い「賃金引上げ」を実施した場合、特定求職者雇用開発助成金の他のコ

ースより高額の助成金を支給します。

下記（１）～（４）すべてに該当する事業主です。

（１）通常の特定求職者雇用開発助成金の支給要件を満たしている方。

（２）対象労働者が未経験職種で採用され、雇入れ後も当該未経験業務に就労させている方。

（３）特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間内に、以下のいずれかに該当する人材開発支援助成

金を活用した訓練を対象労働者に対して開始した方。

○１コースの実訓練時間数等が 50 時間以上の訓練

＊e ラーニング・通信制による訓練の場合は、標準学習時間 50 時間以上または標準学習

期間が３月以上

○上記以外の場合で、以下のコースに該当する場合

人材育成支援コース（有期実習型訓練）

人への投資促進コース（高度デジタル人材等訓練）

事業展開等リスキリング支援コース

特定訓練コース（労働生産性向上訓練又は熟練技能育成・承継訓練）

特別育成訓練コース（中長期的キャリア形成訓練又は有期実習型訓練）

（４）賃金引上げ計画の計画期間（雇入れ日から最大３年）内に、採用時（試用期間がある場合は本採

用時）の「毎月決まって支払われる賃金」の５％以上引上げに取り組む方。

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）②

対象となる事業主

対象労働者

事業所管轄のハローワーク・沖縄助成金センター
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１．対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が 支給対象期（６か月）ご

とに支給されます。

・（ ）内は、中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。

・短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20 時間以上 30 時間未満の労働者をいいます。

※主な要件を記載しています。詳細は下記でご確認ください。

支給額

インターネット：厚生労働省 HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」

沖縄労働局 HP 「助成金について」

パンフレッ ト：雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

事業所管轄のハローワーク・沖縄助成金センター
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次のいずれかの人材開発支援助成金を活用した訓練が対象です。 
成長分野等人材確保・育成コースの最後の支給対象期の末日までに訓練を開始することが必要です。 

① 1 コースの実訓練時間数等が 50 時間以上※の訓練 

    ※e ラーニング・通信制による訓練の場合は、標準学習時間が 50 時間以上または標準学習時間が 3 か月以上 

② ①以外（50 時間未満）の次の訓練 

   ・人材育成支援コース（有期実習型訓練） 

   ・人への投資促進コース（高度デジタル人材等訓練） 

   ・事業展開等リスキング支援コース 

   ・特定訓練コース（労働生産性向上訓練、熟練技能育成・承継訓練） 

   ・特別育成訓練コース（中長期的キャリア形成訓練、有期実習型訓練） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
支給申請の手続き 

訓練と賃金引上げの要件 

人材開発支援助成金 

事業所管轄のハローワーク・沖縄助成金センター


